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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面板と該正面板の裏面に対向
して箱外周後方側に配置する背の低い背面板と該背面板の上側に折り曲げ線を介して連設
して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板と
該正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片と前記蓋板の上側に折
り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備え、前記正面板と背面板と
蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包装箱であって、
　前記つまみ片を切り込むとともに前記つまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線
を越えて正面側折り返し板側へ切り込んで形成して前記正面側折り返し板の上側に設けた
折り曲げ線から前記蓋板に向けて起立する係止舌片と、
　前記蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲げ線に沿って切り込んで形成して前記係止
舌片を差し込み係止する係止スリットとを備え、
　前記つまみ片によって前記係止舌片と係止スリットとの係止状態を解除することを特徴
とする商品包装箱。
【請求項２】
　箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面板と該正面板の裏面に対向
して箱外周後方側に配置する背の低い背面板と該背面板の上側に折り曲げ線を介して連設
して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板と
該正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片と前記蓋板の上側に折
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り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備え、前記正面板と背面板と
蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包装箱であって、
　前記つまみ片を切り込むとともに前記つまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線
を越えた直後の正面側折り返し板側の切り欠き中断点を除いて正面側折り返し板側へ切り
込んで形成して前記正面側折り返し板の上側に設けた折り曲げ線から前記蓋板に向けて起
立する係止舌片と、
　前記蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲げ線に沿って切り込んで形成して前記係止
舌片を差し込み係止する係止スリットとを備え、
　前記つまみ片によって前記係止舌片と係止スリットとの係止状態を解除することを特徴
とする商品包装箱。
【請求項３】
　箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面板と該正面板の裏面に対向
して箱外周後方側に配置する背の低い背面板と該背面板の上側に折り曲げ線を介して連設
して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板と
該正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片と前記蓋板の上側に折
り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備え、前記正面板と背面板と
蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包装箱であって、
　前記つまみ片を少なくとも切り込んで形成して前記正面側折り返し板の上側に設けた折
り曲げ線から前記蓋板に向けて起立する係止舌片と、
　前記蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲げ線に沿って切り込んで形成して前記係止
舌片を差し込み係止する係止スリットとを備え、
　前記係止舌片に左右一対で形成されたくの字状舌片側辺が、前記つまみ片と正面側折り
返し板との間の折り曲げ線と交差して相互に内向き状態に切り欠かれ、
　前記つまみ片によって前記係止舌片と係止スリットとの係止状態を解除することを特徴
とする商品包装箱。
【請求項４】
前記正面板と該正面板の上側で折り曲げ線を介して折り返された正面側折り返し板とが、
相互に一連で挿通する箱吊り下げ用孔をそれぞれ備えていることを特徴とする請求項１乃
至請求項３のいずれか一つに記載の商品包装箱。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品類、医薬品などの商品を商品収容領域内に収容して陳列展示する商品
包装箱であって、特に、商品の付加価値を向上させるデザイン性の高い湾曲表示面を備え
た正面板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域内に商品を収容して陳列
展示する商品包装箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品を収容して陳列展示する商品包装箱として、商品を収める収納部とこの収納
部の開口を閉塞する差込部とを設けるとともに、陳列展示壁などのフックに収納部を吊り
下げるための吊下部を延設した包装箱がある。
　そして、このような包装箱は、吊下部の延設基端側に係止片を形成するとともに差込部
の係止片と対応する位置に係止孔を形成することにより、差込部により収納部の開口を閉
塞する際には、吊下部を背面側へ強引に湾曲させることによって係止片を係止孔に差し込
んで係止片と係止孔とを係合し、他方、収納部を開口する際には、吊下部を背面側へ再び
湾曲させ、係止片と係止孔との係合を解除するようになっている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　また、従来の別の商品包装箱として、開口部を有する容器本体とこの開口部を閉塞する
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蓋部とを設け、蓋部に閉封状態から開蓋状態に回動方向させる方向に向けて切り起こされ
た係止片を形成するとともに、容器本体に起立された補助板に係止片と係合する被係止部
を形成した包装用容器がある。
　そして、このような包装用容器は、蓋部を閉封状態から開蓋状態に回動させる場合に、
係止片が被係止部から外れにくく、強固に閉封状態を維持している（例えば、特許文献２
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第２５９３１８３号公報（特に、実用新案登録請求の範囲、
図面を参照。）
【特許文献２】登録実用新案第３１８２１００号公報（特に、実用新案登録請求の範囲、
図面を参照。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の包装箱では、不測の外力が働いた場合、例えば、人手、他
部材などとの過度な当接や包装箱相互の過度な接触により吊下部が背面側に向けて湾曲し
た場合、係止片と被係止部の係合が不用意に外れて商品が露呈し、商品の損傷を招くとい
う問題があった。
【０００６】
　また、特許文献２の包装用容器では、蓋部を閉封状態から開蓋状態に回動させる場合に
、係止片が被係止部から外れにくく、強固に閉封状態を維持しているため、一度係止する
と、蓋を開蓋状態にすることが困難になるという問題があった。
【０００７】
　さらに、これらの商品包装箱を改良することにより、商品の付加価値を向上させるデザ
イン性の高い商品包装箱を創作しようとしても、箱外形が全て平面板部材で構成されてい
るため、商品の付加価値を向上させるデザイン性を高めることができないという問題があ
り、たとえ、湾曲表示面を備えた正面板部材を用いて商品の付加価値を向上させるデザイ
ン性の高い商品包装箱を創作しようとしても、湾曲表示面を備えた正面板部材に起因する
内部応力が発生して蓋部材を円滑に開閉することができないという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、前述したような従来技術の問題を解決するものであって、すなわち
、本発明の目的は、商品の付加価値を向上させるデザイン性の高い湾曲表示面を備えた正
面板の優れた保形強度と形態安定性とを長期に亘って確保するとともに、蓋板の不用意な
浮き上がりによる蓋外れを確実に回避し、開蓋時に係止舌片と係止スリットとの係止状態
を簡便に解除する商品包装箱を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　　　　　　　　　　　　　（削　除）
【００１０】
　本請求項１に係る発明は、箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面
板と該正面板の裏面に対向して箱外周後方側に配置する背の低い背面板と該背面板の上側
に折り曲げ線を介して連設して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連
設した正面側折り返し板と該正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつま
み片と前記蓋板の上側に折り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備
え、前記正面板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包
装箱であって、前記つまみ片を切り込むとともに前記つまみ片と正面側折り返し板との間
の折り曲げ線を越えて正面側折り返し板側へ切り込んで形成して前記正面側折り返し板の
上側に設けた折り曲げ線から前記蓋板に向けて起立する係止舌片と、前記蓋板と背面側折
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り返し板との間の折り曲げ線に沿って切り込んで形成して前記係止舌片を差し込み係止す
る係止スリットとを備え、前記つまみ片によって前記係止舌片と係止スリットとの係止状
態を解除することにより、前述した課題をさらに解決するものである。
【００１１】
　本請求項２に係る発明は、箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面
板と該正面板の裏面に対向して箱外周後方側に配置する背の低い背面板と該背面板の上側
に折り曲げ線を介して連設して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連
設した正面側折り返し板と該正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつま
み片と前記蓋板の上側に折り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備
え、前記正面板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包
装箱であって、前記つまみ片を切り込むとともに前記つまみ片と正面側折り返し板との間
の折り曲げ線を越えた直後の正面側折り返し板側の切り欠き中断点を除いて正面側折り返
し板側へ切り込んで形成して前記正面側折り返し板の上側に設けた折り曲げ線から前記蓋
板に向けて起立する係止舌片と、前記蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲げ線に沿っ
て切り込んで形成して前記係止舌片を差し込み係止する係止スリットとを備え、前記つま
み片によって前記係止舌片と係止スリットとの係止状態を解除することにより、前述した
課題をさらに解決するものである。
【００１２】
　本請求項３に係る発明は、箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面
板と該正面板の裏面に対向して箱外周後方側に配置する背の低い背面板と該背面板の上側
に折り曲げ線を介して連設して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連
設した正面側折り返し板と該正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつま
み片と前記蓋板の上側に折り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備
え、前記正面板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包
装箱であって、前記つまみ片を少なくとも切り込んで形成して前記正面側折り返し板の上
側に設けた折り曲げ線から前記蓋板に向けて起立する係止舌片と、前記蓋板と背面側折り
返し板との間の折り曲げ線に沿って切り込んで形成して前記係止舌片を差し込み係止する
係止スリットとを備え、前記係止舌片に左右一対で形成されたくの字状舌片側辺が、前記
つまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線と交差して相互に内向き状態に切り欠か
れ、前記つまみ片によって前記係止舌片と係止スリットとの係止状態を解除することによ
り、前述した課題をさらに解決するものである。
【００１３】
　本請求項４に係る発明は、請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載された商品包装
箱の構成に加えて、前記正面板と該正面板の上側で折り曲げ線を介して折り返された正面
側折り返し板とが、相互に一連で挿通する箱吊り下げ用孔をそれぞれ備えていることによ
り、前述した課題をさらに解決するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本請求項１に係る発明の商品包装箱によれば、箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に
向けて湾曲する正面板と、この正面板の裏面に対向して箱外周後方側に配置する背の低い
背面板と、この背面板の上側に折り曲げ線を介して連設して開閉する蓋板と、正面板の上
側に折り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板と、この正面側折り返し板の上側に折
り曲げ線を介して延設したつまみ片と、蓋板の上側に折り曲げ線を介して延設した背面側
折り返し板とを少なくとも備えていることにより、背面板より背の高い正面板であっても
正面側折り返し板と背面側折り返し板とが正面板の裏面に重ね合わせられて正面板が補強
されるため、商品の付加価値を向上させるデザイン性の高い湾曲表示面を備えた正面板の
優れた保形強度と形態安定性とを長期に亘って確保することができるばかりでなく、斜め
上方から視認した場合であっても蓋板を観せること無く商品情報のみが観易くなるため、
スッキリとしたデザイン性の高い優れた美観の商品包装箱を提供することができる。
【００１５】
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　そして、正面板の上側に折り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板と、この正面側
折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片と、蓋板の上側に折り曲げ線を
介して延設した背面側折り返し板とを備えていることにより、蓋板の閉蓋時に蓋板の背面
側折り返し板が正面板の裏面と正面側折り返し板との間で挟持されるとともに、つまみ片
が正面側折り返し板とつまみ片との折り曲げ線で蓋板の閉蓋位置を位置決め保持するため
、つまみ片で蓋板の不用意な浮き上がりによる蓋外れを確実に阻止することができる。
　また、蓋板の閉蓋時に蓋板の背面側折り返し板が正面板の裏面と正面側折り返し板との
間で挟持されて重ね合わせられた状態で保持されているため、蓋板の閉蓋時に蓋板が不用
意に沈み込もうとしても正面板の裏面と正面側折り返し板との対向面間で接触抵抗が創出
されて蓋板の落ち込みを抑制し、特に、正面板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲された
商品収容領域Ｒ内に収容される商品の高さ寸法が蓋板の閉蓋位置に届くような場合には、
蓋板の不用意な落ち込みを完全に阻止することができる。
【００１６】
　さらに、つまみ片を切り込むとともにつまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線
を越えて正面側折り返し板側へ切り込んで形成して正面側折り返し板の上側に設けた折り
曲げ線から蓋板に向けて起立する係止舌片と、蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲げ
線に沿って切り込んで形成して係止舌片を差し込み係止する係止スリットとを備えている
ことにより、蓋板の開蓋時に箱外周側方側に向けて湾曲する正面板の歪で生じる内部応力
の影響を受けること無く、人手により正面側折り返し板を離反させるように引き上げるこ
とによってつまみ片が係止舌片を誘導して係止スリットから引き出されるため、従来のよ
うな係止舌片を係止スリットから直接に引き出す際に必要となる解除操作負担が著しく軽
減され、つまみ片で係止舌片と係止スリットとの係止状態を簡便に解除することができる
。
【００１７】
　加えて、係止舌片が、つまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線を越えて正面側
折り返し板側へ切り欠き形成されていることにより、係止舌片の長さがつまみ片と正面側
折り返し板との間の折り曲げ線を越えていない場合よりもより長くなり、係止舌片の弾性
変形度合いが大きくなってつまみ片の引き上げ方向に順応し易くなるため、開蓋のための
係止舌片と係止スリットとの係止解除の操作を開始する際に係止舌片を係止スリットから
円滑に引き抜き解除することができる。
【００１８】
　本請求項２に係る発明の商品包装箱によれば、つまみ片を切り込むとともにつまみ片と
正面側折り返し板との間の折り曲げ線を越えた直後の正面側折り返し板側の切り欠き中断
点を除いて正面側折り返し板側へ切り込んで形成して正面側折り返し板の上側に設けた折
り曲げ線から蓋板に向けて起立する係止舌片と、蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲
げ線に沿って切り込んで形成して前記係止舌片を差し込み係止する係止スリットとを備え
ていることにより、つまみ片による引き抜き力が一定以上になると先に切り欠き中断点が
破断されて係止舌片として変形可能な長さが長くなり、係止舌片の弾性変形度合いが大き
くなってつまみ片の引き上げ方向に順応し易くなるため、開蓋のための係止舌片と係止ス
リットとの係止解除の操作を開始する際に係止舌片を係止スリットから円滑に引き抜き解
除することができる。
　また、つまみ片による引き抜き力が切り欠き中断点を破断する際に、つまみ片による引
き抜き力が切り欠き中断点で一時的に抑制されるように分散されるため、蓋板を破損する
ことなく係止舌片を係止スリットから円滑に引き抜き解除することができる。
　さらに、つまみ片による引き抜き力が切り欠き中断点を破断するため、この切り欠き中
断点が破断している状態によって商品包装箱を出荷した後に開蓋された事実を簡便に確認
することもできる。
【００１９】
本請求項３に係る発明の商品包装箱によれば、係止舌片に左右一対で形成されたくの字状
舌片側辺が、つまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線と交差して相互に内向き状
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態に切り欠かれていることにより、つまみ片のつまみ位置がつまみ片の左右いずれかの位
置に偏った場合であったり、つまみ片の引き上げ方向が正面板の真後ろ方向から左右いず
れかの方向へ偏った場合であっても、偏った側に切り欠かれたくの字状舌片側辺の正面側
折り返し板側切り欠き部分がつまみ片の偏った引き上げ動作に対してより一段と追従し易
くなるため、開蓋のための係止舌片と係止スリットとの係止解除の操作を開始する際に利
き手などによるつまみ片のつまみ位置や引き上げ方向に関わること無く係止舌片を係止ス
リットから円滑に引き抜き解除することができる。
【００２０】
　本請求項４に係る発明の商品包装箱によれば、請求項１乃至請求項３のいずれか一つに
記載された商品包装箱が奏する効果に加えて、正面板と該正面板の上側で折り曲げ線を介
して折り返された正面側折り返し板とが、相互に一連で挿通する箱吊り下げ用孔をそれぞ
れ備えていることにより、商品包装箱を陳列展示壁などに設けた商品吊り下げ用フックな
どに吊り下げて陳列する際に箱吊り下げ用孔が正面板と正面側折り返し板の双方を一連で
挿通するように設けられているため、商品包装箱内に収容された商品が従来よりも重い吊
り下げ荷重であっても十分な耐久性を発揮して箱吊り下げ用孔の破損に起因する不用意な
落下も防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の参考例である商品包装箱の外観を示す正面側斜視図。
【図２】本発明の参考例である商品包装箱の外観を示す背面側斜視図。
【図３】本発明の参考例である商品包装箱の展開図。
【図４】本発明の参考例である商品包装箱の蓋板が開いた背面側斜視図。
【図５】本発明の参考例である商品包装箱の蓋板が閉じた背面側斜視図。
【図６】本発明の参考例である商品包装箱の正面側折り返し板が折り返された背面側斜視
図。
【図７】本発明の参考例である商品包装箱が組み立て完成した背面側斜視図。
【図８】図７の８－８で視た係止舌片と係止スリットとの係止状態の断面図。
【図９】図８に示す係止舌片と係止スリットとの解除動作開始状態の断面図。
【図１０】図８に示す係止舌片と係止スリットとの解除直前状態の断面図。
【図１１】図８に示す係止舌片と係止スリットとの解除直後状態の断面図。
【図１２】本発明の第１実施例である商品包装箱の蓋板が開いた背面側斜視図。
【図１３】本発明の第１実施例における係止舌片と係止スリットとの係止状態の断面図。
【図１４】図１３に示す係止舌片と係止スリットとの解除直前状態の断面図。
【図１５】図１３に示す係止舌片と係止スリットとの解除直後状態の断面図。
【図１６】本発明の第２実施例である商品包装箱の外観を示す背面側斜視図。
【図１７】本発明の第２実施例である商品包装箱の展開図。
【図１８】本発明の第２実施例である商品包装箱の蓋板が開いた背面側斜視図。
【図１９】図１６の１９Ａ－１９Ａで視た係止舌片と係止スリットとの係止状態の断面図
。
【図２０】図１６に示す係止舌片と係止スリットとの解除動作開始状態の断面図。
【図２１】図１６に示す係止舌片と係止スリットとの解除直前状態の断面図。
【図２２】図１６に示す切り欠き中断点が破断する状態の断面図。
【図２３】図１６に示す係止舌片と係止スリットとの解除直後状態の断面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明は、箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面板とこの正面板
の裏面に対向して箱外周後方側に配置する背の低い背面板とこの背面板の上側に折り曲げ
線を介して連設して開閉する蓋板と前記正面板の上側に折り曲げ線を介して連設した正面
側折り返し板とこの正面側折り返し板の上側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片と前
記蓋板の上側に折り曲げ線を介して延設した背面側折り返し板とを少なくとも備え、正面
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板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲された商品収容領域を形成する商品包装箱であって
、つまみ片を切り込むとともにつまみ片と正面側折り返し板との間の折り曲げ線を越えて
正面側折り返し板側へ切り込んで形成して前記正面側折り返し板の上側に設けた折り曲げ
線から蓋板に向けて起立する係止舌片と、蓋板と背面側折り返し板との間の折り曲げ線に
沿って切り込んで形成して係止舌片を差し込み係止する係止スリットとを備え、つまみ片
によって係止舌片と係止スリットとの係止状態を解除するものであれば、その具体的な実
施態様は、如何なるものであっても構わない。
【００２３】
　すなわち、本発明における商品包装箱の具体的な素材については、商品包装箱に通常採
用されている素材であれば如何なる素材であっても差し支えなく、たとえば、上質紙・中
質紙の表面に白色顔料と接着剤などを混ぜた塗料を塗って平滑性をもたせたコート紙、ア
ルミ蒸着したポリエチレンテレフタレートフィルムをコート紙などのベース紙の表面に被
覆してなる蒸着紙、ボール紙、コートボール紙などの紙材、あるいは、ポリエチレンテレ
フタレート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン等の樹脂フィルムであって
も構わない。
【００２４】
　そして、本発明における商品包装箱の具体的な箱形態については、商品の付加価値を向
上させるデザイン性の高い湾曲表示面を備えた正面板と背面板と蓋板とで少なくとも包囲
された商品収容領域を形成するものであれば、如何なる箱形態であっても良く、正面板と
背面板の下側に底板を備えていることは言うまでもないが、正面板と背面板との間の両側
方については、左右一対の側板を備えていても良く、左右一対の側板を備えていなくても
良く、左右一対の側板を背面板の一部両側部分で置き換えて緩やかな側方部分としても良
い。
【００２５】
　また、正面板の組み立て時における具体的な断面形態については、扇形のように全面を
湾曲させた断面形態、正面を平面として片側もしくは両側を湾曲させた断面形態、半楕円
状の断面形態など、正面板の一部もしくは全部が箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に
向けて湾曲する断面形態などの何れであってもよい。
【００２６】
　さらに、係止舌片と係止スリットは、少なくとも各々一つずつ用いるが、箱寸法の大型
化に伴って各々を複数用いた構造としても良い。
【参考例】
【００２７】
　本発明の参考例である商品包装箱について、図１乃至図１１に基づいて説明する。
　ここで、図１は、本発明の参考例である商品包装箱の外観を示す正面側斜視図であり、
図２は、本発明の参考例である商品包装箱の外観を示す背面側斜視図であり、図３は、本
発明の参考例である商品包装箱の展開図であり、図４は、本発明の参考例である商品包装
箱の蓋板が開いた背面側斜視図であり、図５は、本発明の参考例である商品包装箱の蓋板
が閉じた背面側斜視図であり、図６は、本発明の参考例である商品包装箱の正面側折り返
し板が折り返された背面側斜視図であり、図７は、本発明の参考例である商品包装箱が組
み立て完成した背面側斜視図であり、図８は、図７の８－８で視た係止舌片と係止スリッ
トとの係止状態の断面図であり、図９は、図８に示す係止舌片と係止スリットとの解除動
作開始状態の断面図であり、図１０は、図８に示す係止舌片と係止スリットとの解除直前
状態の断面図であり、図１１は、図８に示す係止舌片と係止スリットとの解除直後状態の
断面図である。
　また、本参考例の説明において、「上」、「下」、「左」、「右」は、図１および図２
に示すように組み立てられた商品包装箱を基準とした「上」、「下」、「左」、「右」、
すなわち、箱吊り下げ用孔側を「上」とし、正面板へ向かって背面板から見たときの「左
」、「右」である。
【００２８】
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　まず、本発明の参考例である商品包装箱１００は、図１および図２に示すように、コー
ト紙からなる正面板１１０と背面板１２０と蓋板１３０とで少なくとも包囲された商品収
容領域Ｒ内に商品Ｍを収容して陳列展示するものであって、特に、正面板１１０は、洗顔
用石鹸からなる商品Ｍの付加価値を向上させるために、商品名、商品チャッチフレーズ、
図柄などでデザイン性を呈し、湾曲表示面となるように配置されている。
【００２９】
　すなわち、本発明の参考例である商品包装箱１００は、図３に示すように、箱外周前方
側へ膨出して湾曲する正面板１１０と、この正面板１１０に対向して箱外周後方側に配置
した背面板１２０と、この背面板１２０の上側に折り曲げ線を介して連設した蓋板１３０
と、これらの正面板１１０と背面板１２０とを折り曲げ線を介して連結する左右一対の側
板１４０，１４０と、これらの正面板１１０と背面板１２０と左右一対の側板１４０，１
４０の下方に折り曲げ線を介して連結された底板１５０と、正面板１１０の上側に折り曲
げ線を介して連設した正面側折り返し板１６０と、この正面側折り返し板１６０の上側に
折り曲げ線を介して延設したつまみ片１７０と、蓋板１３０の上側に折り曲げ線を介して
延設した背面側折り返し板１８０とで一連に構成された蒸着紙からなり、これらの正面板
１１０と背面板１２０と左右一対の側板１４０，１４０と底板１５０とで包囲した商品収
容領域Ｒを形成している。
　なお、本参考例の商品包装箱１００で用いた蒸着紙については、アルミ蒸着したポリエ
チレンテレフタレートフィルムをコートカード紙の表面に被覆したものである。
【００３０】
　そして、図３に示すように、上述した側壁のりしろ板１１５は、正面板１１０の右側端
部で折り曲げ線となる正面板右端部折罫線ＢＬ１を介して連結され、左側板１４１は、正
面板１１０の左側端部で折り曲げ線となる正面板左端部折罫線ＢＬ２を介して連結される
とともに背面板１２０の左側端部で折り曲げ線となる背面板右端部折罫線ＢＬ３を介して
連結され、右側板１４２は、背面板１２０の右側端部で折り曲げ線となる背面板左端部折
罫線ＢＬ４を介して連結され、正面側底板１５１は、正面板１１０の下端部で折り曲げ線
となる正面板下端部折罫線ＢＬ５を介して連結されるとともに正面側底ベース１５２とこ
の正面側底ベース１５２の右端部で折り曲げ線となる正面側底ベース右端部折罫線ＢＬ７
を介して連結された正面右側底ベース１５３とこの正面側底ベース１５２の左端部で折り
曲げ線となる正面左側底ベース中央折罫線ＢＬ９を介して連結された正面左側底ベース１
５４とに連結されている。
【００３１】
　そして、正面側底板１５１の正面右側底ベース１５３は、中央に折り曲げ線となる正面
右側底ベース中央折罫線ＢＬ８を有し、正面側底板１５１の正面左側底ベース１５４は、
中央に折り曲げ線となる正面左側底ベース中央折罫線ＢＬ１０を有し、正面側底板１５１
は、中央に折り曲げ線となる正面側底ベース中央折罫線ＢＬ１１を有し、正面側底ベース
右端部折罫線ＢＬ７と正面側底ベース左端部折罫線ＢＬ９とは、いずれも正面板１１０に
延長され、正面板１１０の箱外周方向に向けて湾曲するのを助けている。
【００３２】
　また、背面板１２０の下側に連結された背面側底板１５５は、背面板１２０の下端部で
折り曲げ線となる背面板下端部折罫線ＢＬ６を介して連結された背面側底ベース１５６と
、この背面側底ベース１５６の左端部で折り曲げ線となる背面側底ベース左端部折罫線Ｂ
Ｌ１２および左側板１４１の下端部で折り曲げ線となる左側板下端部折罫線ＢＬ１３のそ
れぞれを介して連結された背面左側底ベース１５７と、この背面左側底ベース１５７と同
様に、背面側底ベース１５６の右端部で折り曲げ線となる背面側底ベース右端部折罫線Ｂ
Ｌ１５および右側板１４２の下端部で折り曲げ線となる右側板下端部折罫線ＢＬ１６のそ
れぞれを介して連結された背面右側底ベース１５８とを有している。
　そして、背面左側底ベース１５７は、中央に折り曲げ線となる背面右側底ベース中央折
罫線ＢＬ１４を有し、背面右側底ベース１５８は、中央に折り曲げ線である背面左側底ベ
ース中央折罫線ＢＬ１７を有している。
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【００３３】
　他方、蓋板１３０は、背面板１２０の上端部で折り曲げ線となる背面板上端部折罫線Ｂ
Ｌ２０を介して連結された蓋板本体１３１と、蓋板本体１３１の左上側端部で折り曲げ線
となる蓋板左上端部折罫線ＢＬ２２を介して連結された蓋板左サイドフラップ１３２と、
蓋板本体１３１の右上側端部で折り曲げ線となる蓋板右上端部折罫線ＢＬ２３を介して連
結された蓋板右サイドフラップ１３３とを有している。
【００３４】
　また、前述した正面側折り返し板１６０は、正面板１１０の上端部で折り曲げ線となる
正面板上端部折罫線ＢＬ１８を介して連結されている。
【００３５】
　前述したつまみ片１７０は、正面側折り返し板１６０の上端部で折り曲げ線となる正面
側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９を介して連結されている。
【００３６】
　また、正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９の中央には、つまみ片１７０側に切り込
んだ切り欠きＣＴ１０によって係止舌片１６１が形成されている。
【００３７】
　そして、係止舌片１６１を形成する切り欠きＣＴ１０は、つまみ片１７０側に正面側折
り返し板上端部折罫線ＢＬ１９に平行に切り込んだ先端側切り欠きＣＴ１１と、先端側切
り欠きＣＴ１１の右端部から正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９にかけて形成された
つまみ片側右側切り欠きＣＴ１２と、先端側切り欠きＣＴ１１の左端部から正面側折り返
し板上端部折罫線ＢＬ１９にかけて形成されたつまみ片側左側切り欠きＣＴ１３から形成
されている。
【００３８】
　さらに、前述した背面側折り返し板１８０は、蓋板本体１３１の上端部で折り曲げ線と
なる蓋板上端部折罫線ＢＬ２１を介して連結されている。
　また、蓋板上端部折罫線ＢＬ２１には、中央に心持ち蓋板１３０側に切り込んだ係止ス
リットを形成する切り欠きＣＴ２０によって係止スリットＳＬ１が形成されている。
【００３９】
　そして、本参考例の商品包装箱１００は、正面板１１０とこの正面板１１０の上側で折
り曲げ線を介して折り返された正面側折り返し板１６０とが、背面側折り返し板１８０に
形成された凹部１８１を介して相互に一連で挿通する箱吊り下げ用孔１１２，１６２をそ
れぞれ備えている。
　これにより、商品包装箱１００を（図示しないが）陳列展示壁などに設けた商品吊り下
げ用フックなどに吊り下げて陳列する際に、箱吊り下げ用孔１１２，１６２が、正面板１
１０と正面側折り返し板１６０の双方を一連で挿通するように設けられているため、商品
包装箱１００内に収容された商品Ｍが従来よりも重い吊り下げ荷重であっても十分な耐久
性を発揮して、箱吊り下げ用孔１１２，１６２の破損に起因する不用意な落下も防止して
いる。
【００４０】
　次に、本発明の参考例である商品包装箱１００の組み立て方を、図３乃至図７に基づい
て説明する。
　なお、本参考例の説明で用いる「山折り」とは、光沢紙などのコート紙の表面側が山に
なる折り方を意味し、「谷折り」とは、光沢紙などのコート紙の表面側が谷になる折り方
を意味している。
【００４１】
　商品包装箱１００が、図７のように組み立てられる際、例えば、正面板１１０および側
壁のりしろ１１５は、正面板右端部折罫線ＢＬ１で相互に鋭角となるように折り曲げられ
、正面板１１０および左側板１４１は、正面板左端部折罫線ＢＬ２で相互に鋭角となるよ
うに山折りで折り曲げられる。
【００４２】
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　同様に、背面板１２０および左側板１４１は、背面板右端部折罫線ＢＬ３で相互に鈍角
となるように山折りで折り曲げられ、背面板１２０および右側板１４２は、背面板左端部
折罫線ＢＬ４で相互に鈍角となるように折り曲げられる。
【００４３】
　そして、側壁のりしろ１１５は、右側板１４２の外側面に一例として接着剤で接着され
、商品包装箱１００の正面板１１０は、箱外周前方側へ膨出して箱外周側方側に向けて湾
曲するようになる。
【００４４】
　正面板１１０および正面側底板１５１は、正面板下端部折罫線ＢＬ５で相互にほぼ９０
度となるように山折りで折り曲げられる。
　正面右側底ベース１５３が、正面右側底ベース中央折罫線ＢＬ８で谷折りに折り曲げら
れた後、正面側底ベース１５２と正面右側底ベース１５３は、正面側底ベース右端部折罫
線ＢＬ７で相互に鈍角となるように山折りで折り曲げられる。
　正面左側底ベース１５４が、正面左側底ベース中央折罫線ＢＬ１０で谷折りに折り曲げ
られた後、正面側底ベース１５２と正面左側底ベース１５４は、正面側底ベース左端部折
罫線ＢＬ９で相互に鈍角となるように山折りで折り曲げられる。
　続いて、正面側底ベース中央折罫線ＢＬ１１で谷折りに折り曲げられる。
【００４５】
　そして、背面板１２０および背面側底ベース１５６は、背面板下端部折罫線ＢＬ６で相
互に９０度となるように山折りで折り曲げられる。
　背面左側底ベース１５７が、背面右側底ベース中央折罫線ＢＬ１４で谷折りに折り曲げ
られた後、背面側底ベース１５６と背面左側底ベース１５７は、背面側底ベース左端部折
罫線ＢＬ１２で相互に鈍角となるように山折りで折り曲げられるとともに、左側板１４１
と背面左側底ベース１５７は、左側板下端部折罫線ＢＬ１３で相互に鈍角となるように山
折りで折り曲げられる。
　背面右側底ベース１５８が、背面左側底ベース中央折罫線ＢＬ１７で谷折りに折り曲げ
られた後、背面側底ベース１５６と背面右側底ベース１５８は、背面側底ベース右端部折
罫線ＢＬ１５で相互に鈍角となるように山折りで折り曲げられるとともに、右側板１４２
と背面右側底ベース１５８は、右側板下端部折罫線ＢＬ１６で相互に鈍角となるように山
折りで折り曲げられる。
【００４６】
　そして、図４のように、正面側底板１５１の外側面の中央に設けられた正面側底ベース
中央折罫線ＢＬ１１の下側半分と背面側底ベース１５６の外側面の上側半分とを一例とし
て接着剤で接着され、商品包装箱１００の底板１５０が形成される。
【００４７】
　商品収容領域Ｒ内に商品Ｍを収容した後、蓋板１３０および背面側折り返し板１８０は
、図５のように、蓋板上端部折罫線ＢＬ２１で相互にほぼ９０度となるように山折りで折
り曲げられる。
　次に、蓋板本体１３１と蓋板左サイドフラップ１３２は、蓋板左上端部折罫線ＢＬ２２
で相互にほぼ９０度となるように山折りで折り曲げられ、蓋板本体１３１と蓋板右サイド
フラップ１３３は、蓋板右上端部折罫線ＢＬ２３で相互にほぼ９０度となるように山折り
で折り曲げられる。
　その後、図５に示すように、背面板１２０および蓋板本体１３１が、背面板上端部折罫
線ＢＬ２０で相互にほぼ９０度となるように山折りで折り曲げられる。
【００４８】
　そして、図６および図７に示すように、正面側折り返し板１６０とつまみ片１７０が、
正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９で相互にほぼ９０度となるように谷折りで折り曲
げられ、正面板１１０と正面側折り返し板１６０が、正面板上端部折罫線ＢＬ１８で相互
にほぼ９０度となるように山折りで折り曲げられる。
　その後、図７に示すように、係止舌片１６１を係止スリットＳＬ１に差し込んで係止す
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ることにより、商品包装箱１００の組み立てが完了する。
【００４９】
　そして、本参考例の商品包装箱１００は、上述したように、商品収容領域Ｒ内に商品Ｍ
を収容して組み立てられることにより、背面板１２０より背の高い正面板１１０であって
も正面側折り返し板１６０と背面側折り返し板１８０とが正面板１１０の裏面に重ね合わ
せられて正面板１１０が補強され、斜め上方から視認した場合であっても蓋板１３０を観
せること無く商品情報のみが観易くなる。
　そして、蓋板１３０の閉蓋時に蓋板１３０の背面側折り返し板１８０が正面板１１０の
裏面と正面側折り返し板１６０との間で挟持されるとともに、つまみ片１７０が正面側折
り返し板１６０とつまみ片１７０との折り曲げ線で蓋板１３０の閉蓋位置を位置決め保持
し、係止舌片１６１を係止スリットＳＬ１との係合状態を確実に維持するようになってい
る。
　また、蓋板１３０の閉蓋時に蓋板１３０の背面側折り返し板１８０が正面板１１０の裏
面と正面側折り返し板１６０との間で挟持されて重ね合わせられた状態で保持されている
ため、蓋板１３０の閉蓋時に蓋板が不用意に沈み込もうとしても正面板１１０の裏面と正
面側折り返し板１６０との対向面間で接触抵抗が創出されて蓋板１３０の落ち込みを抑制
し、特に、正面板１１０と背面板１２０と蓋板１３０とで少なくとも包囲された商品収容
領域Ｒ内に収容される商品Ｍの高さ寸法が蓋板１３０の閉蓋位置に届くような場合には、
蓋板１３０の不用意な落ち込みを完全に阻止する。
【００５０】
　なお、本参考例の商品包装箱１００は、商品収容領域内に商品を収容する前、もしくは
、商品収容領域内から商品を取り出した後では、底板１５０が、正面側底ベース中央折罫
線ＢＬ１１を介して半分のみ接着されているため、正面板右端部折罫線ＢＬ１と正面板左
端部折罫線ＢＬ２が山折りで、正面側底ベース中央折罫線ＢＬ１１が谷折りでそれぞれが
折り畳まれることにより、商品包装箱１００を扁平かつコンパクトな状態に維持する。
【００５１】
　次に、本発明の参考例である商品包装箱１００の商品収容領域Ｒ内から商品Ｍを取り出
すなどの開蓋時に、係止舌片１６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を解除させる動作
原理を、図８乃至図１１に基づいて説明する。
【００５２】
　まず、蓋板１３０の閉蓋時に、蓋板１３０の背面側折り返し板１８０が、正面板１１０
の裏面と正面側折り返し板１６０との間で挟持され、相互に一体となって重畳されている
。
　これにより、背面板１２０より背の高い正面板１１０であっても正面側折り返し板１６
０と背面側折り返し板１８０とが正面板１１０の裏面に重ね合わせられ、正面板１１０が
補強されている。
　この時、図８に示すように、つまみ片１７０が、正面側折り返し板１６０とつまみ片１
７０との折り曲げ線で蓋板１３０の閉蓋位置を位置決め保持し、係止舌片１６１が係止ス
リットＳＬ１内に差込まれた係止状態となる。
【００５３】
　次に、図９に示すように、蓋板の開蓋時に人手により正面側折り返し板１６０を離反さ
せるように引き上げを開始すると、正面板１１０と背面側折り返し板１８０が変形しない
ため、つまみ片１７０が、箱外周側方側に向けて湾曲する正面板１１０の歪で生じる内部
応力の影響を受けること無く、係止舌片１６１を誘導して係止スリットＳＬ１から引き出
し始める。
【００５４】
　そして、図１０に示すように、係止舌片１６１の正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１
９に沿った基端部は、急激に弾性変形して係止スリットＳＬ１から引き出される寸前の状
態となる。
　なお、この時でも、正面板１１０と背面側折り返し板１８０は、依然として変形してい
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ない。
【００５５】
　さらに、つまみ片１７０による引き出し力が所定値を超えて、図１１に示すように、正
面側折り返し板１６０が弾性変形すると、係止舌片１６１は、係止スリットＳＬ１内に留
まっていることができず、係止スリットＳＬ１から引き出される。
　この結果、つまみ片１７０が、係止舌片１６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を解
除することになる。
【００５６】
　このようにして得られた本発明の参考例である商品包装箱１００は、箱外周前方側へ膨
出して箱外周側方側に向けて湾曲する正面板１１０と、この正面板１１０の裏面に対向し
て箱外周後方側に配置する背の低い背面板１２０と、この背面板１２０の上側に連設して
開閉する蓋板１３０と、これらの正面板１１０と背面板１２０と左右一対の側板１４０，
１４０の下方に連結された底板１５０と、正面板１１０の上側に連設した正面側折り返し
板１６０と、この正面側折り返し板１６０の上側に延設したつまみ片１６１と、蓋板１３
０の上側に延設した背面側折り返し板１８０とを備えていることにより、湾曲表示面を備
えた正面板１１０の優れた保形強度と形態安定性とを長期に亘って確保するとともに、ス
ッキリとしたデザイン性の高い優れた美観を呈し、しかも、蓋板１３０の閉蓋時における
つまみ片１７０で蓋板１３０の不用意な浮き上がりによる蓋外れを確実に阻止する。
【００５７】
　特に、本発明の参考例である商品包装箱１００では、つまみ片１７０を切り込んで形成
した係止舌片１６１と、蓋板１３０と背面側折り返し板１８０との間に切り込んで形成し
た係止スリットＳＬ１とを備えていることにより、従来のような係止舌片１６１を係止ス
リットＳＬ１から直接に引き出す際に必要となる解除操作負担が著しく軽減され、つまみ
片１７０で係止舌片１６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を簡便に解除する。
【実施例１】
【００５８】
　以下に、本発明の第１実施例である商品包装箱２００について、図１２乃至図１６に基
づいて説明する。
　ここで、図１２は、本発明の第１実施例である商品包装箱の蓋板が開いた背面側斜視図
であり、図１３は、本発明の第１実施例における係止舌片と係止スリットとの係止状態の
断面図であり、図１４は、図１３に示す係止舌片と係止スリットとの解除直前状態の断面
図であり、図１５は、図１３に示す係止舌片と係止スリットとの解除直後状態の断面図で
ある。
【００５９】
　本発明の第１実施例である商品包装箱２００は、前述した参考例の商品包装箱１００に
おける係止舌片１６１と異なる形態の係止舌片２６１を採用したものであって、基本的な
箱形状については、参考例の商品包装箱１００と共通するので、その共通する事項につい
ては、下２桁が共通する２００番代の符号を付すことによりその詳しい説明を省略する。
【００６０】
すなわち、本発明の第１実施例である商品包装箱２００は、図１２に示すように、箱外周
前方側へ膨出して湾曲する正面板２１０と、この正面板２１０に対向して箱外周後方側に
配置した背面板２２０と、この背面板２２０の上側に折り曲げ線を介して連設した蓋板２
３０と、これらの正面板２１０と背面板２２０とを折り曲げ線を介して連結する左右一対
の側板２４０，２４０と、これらの正面板２１０と背面板２２０と左右一対の側板２４０
，２４０の下方に折り曲げ線を介して連結された底板２５０と、正面板２１０の上側に折
り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板２６０と、この正面側折り返し板２６０の上
側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片２７０と、蓋板２３０の上側に折り曲げ線を介
して延設した背面側折り返し板２８０とで一連に構成されたコート紙からなり、これらの
正面板２１０と背面板２２０と左右一対の側板２４０，２４０と底板２５０とで包囲した
商品収容領域Ｒを形成している。
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【００６１】
　そして、図１２に示すように、第２実施例の商品包装箱２００が最も特徴としている係
止舌片２６１は、つまみ片２７０側に正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９に沿って平
行に切り込んだ先端側切り欠きＣＴ１１と、先端側切り欠きＣＴ１１の右端部からつまみ
片２７０と正面側折り返し板２６０との間の折り曲げ線となる正面側折り返し板上端部折
罫線ＢＬ１９を越えて正面側折り返し板２６０側に形成されたつまみ片側右側切り欠きＣ
Ｔ１２と、先端側切り欠きＣＴ１１の左端部からつまみ片２７０と正面側折り返し板２６
０との間の折り曲げ線となる正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９を越えて正面側折り
返し板２６０側に形成されたつまみ片側左側切り欠きＣＴ１３とで形成されている。
【００６２】
　次に、本発明の第１実施例である商品包装箱２００の商品収容領域Ｒ内から商品Ｍを取
り出すなどの開蓋時に、係止舌片２６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を解除させる
動作原理を、図１３乃至図１５に基づいて説明する。
【００６３】
　まず、図１３に示すように、蓋板２３０の閉蓋時に、蓋板２３０の背面側折り返し板２
８０が、正面板２１０の裏面と正面側折り返し板２６０との間で挟持され、相互に一体と
なって重畳されている。
　これにより、背面板２２０より背の高い正面板２１０であっても正面側折り返し板２６
０と背面側折り返し板２８０とが正面板２１０の裏面に重ね合わせられ、正面板２１０が
補強されている。
　この時、図１３に示すように、つまみ片２７０が、正面側折り返し板２６０とつまみ片
２７０との折り曲げ線で蓋板２３０の閉蓋位置を位置決め保持し、係止舌片２６１が、係
止スリットＳＬ１内に差込まれた係止状態を呈している。
【００６４】
　次に、図１４に示すように、蓋板２３０の開蓋時に人手により正面側折り返し板２６０
を離反させるように引き上げを開始すると、正面板２１０と背面側折り返し板２８０が変
形しないため、つまみ片２７０が、箱外周側方側に向けて湾曲する正面板２１０の歪で生
じる内部応力の影響を受けること無く、係止舌片２６１を誘導して係止スリットＳＬ１か
ら引き出されるようになってくる。
【００６５】
　そして、参考例のような係止舌片１６１の長さがつまみ片１７０と正面側折り返し板１
６０との間の折り曲げ線を越えていない商品包装箱１００よりも、係止舌片２６１の長さ
がより長くなり、係止舌片２６１および正面側折り返し板２６０の弾性変形度合いが大き
くなってつまみ片２７０の引き上げ方向に順応し易くなり、図１４に示すように、係止ス
リットＳＬ１から引き出される寸前の状態になる。
　なお、この時でも、正面板２１０と背面側折り返し板２８０は、依然として変形してい
ない。
【００６６】
　そして、前述したように、つまみ片２７０による引き出し力が所定値を超えて、正面側
折り返し板２６０が大きく弾性変形すると、係止舌片２６１が係止スリットＳＬ１に留ま
っていることができず、係止スリットＳＬ１から引き出される。
　その結果、つまみ片２７０が、係止舌片２６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を解
除することになる。
【００６７】
　また、第１実施例の商品包装箱２００では、係止舌片２６１に左右一対で形成されたく
の字状舌片側辺２６１ａ、２６１ａが、つまみ片２７０と正面側折り返し板２６０との間
の折り曲げ線と交差して相互に内向き状態に切り欠かれている。
　これにより、つまみ片２７０のつまみ位置がつまみ片２７０の左右いずれかの位置に偏
った場合であったり、つまみ片２７０の引き上げ方向が正面板２１０の真後ろ方向から左
右いずれかの方向へ偏った場合であっても、偏った側に切り欠かれたくの字状舌片側辺２
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６１ａ、２６１ａの正面側折り返し板側切り欠き部分がつまみ片２７０の偏った引き上げ
動作に対してより一段と追従し易くなっている。
【００６８】
　このようにして得られた本発明の第１実施例である商品包装箱２００は、前述した参考
例の商品包装箱１００が奏する効果に加えて、係止舌片２６１が、つまみ片２７０と正面
側折り返し板２６０との間の折り曲げ線を越えて正面側折り返し板２６０側へ切り欠き形
成されていることにより、前述した参考例のような係止舌片１６１の長さがつまみ片１７
０と正面側折り返し板１６０との間の折り曲げ線を越えていない商品包装箱１００よりも
さらに長くなり、係止舌片２６１の弾性変形度合いが大きくなってつまみ片２７０の引き
上げ方向に順応し易くなるため、開蓋のための係止舌片２６１と係止スリットＳＬ１との
係止解除の操作を開始する際に係止舌片２６１を係止スリットＳＬ１から円滑に引き抜き
解除することができる。
【００６９】
　しかも、係止舌片２６１に左右一対で形成されたくの字状舌片側辺２６１ａ、２６１ａ
が、つまみ片２７０と正面側折り返し板２６０との間の折り曲げ線と交差して相互に内向
き状態に切り欠かれていることにより、つまみ片２７０のつまみ位置がつまみ片２７０の
左右いずれかの位置に偏った場合であったり、つまみ片２７０の引き上げ方向が正面板２
１０の真後ろ方向から左右いずれかの方向へ偏った場合であっても、開蓋のための係止舌
片２６１と係止スリットＳＬ１との係止解除の操作を開始する際に利き手などによるつま
み片２７０のつまみ位置や引き上げ方向に関わること無く、係止舌片２６１を係止スリッ
トＳＬ１から円滑に引き抜き解除することができるなど、その効果は甚大である。
【実施例２】
【００７０】
　以下、本発明の第２実施例である商品包装箱３００について、図１６乃至図２３に基づ
いて説明する。
　ここで、図１７は、本発明の第２実施例である商品包装箱の外観を示す背面側斜視図で
あり、図１７は、本発明の第２実施例である商品包装箱の展開図であり、図１８は、本発
明の第２実施例である商品包装箱の蓋板が開いた背面側斜視図であり、図１９は、図１６
の１９Ａ－１９Ａで視た係止舌片と係止スリットとの係止状態の断面図であり、図２０は
、図１６に示す係止舌片と係止スリットとの解除動作開始状態の断面図であり、図２１は
、図１６に示す係止舌片と係止スリットとの解除直前状態の断面図であり、図２２は、図
１６に示す切り欠き中断点が破断する状態の断面図であり、図２３は、図１６に示す係止
舌片と係止スリットとの解除直後状態の断面図である。
【００７１】
　本発明の第２実施例である商品包装箱３００は、前述した参考例の商品包装箱１００に
おける係止舌片１６１および第１実施例の商品包装箱２００における係止舌片２６１のそ
れぞれと異なる形態の係止舌片３６１を採用したものであって、基本的な箱形状について
は、参考例の商品包装箱１００および第１実施例の商品包装箱２００と共通するので、そ
の共通する事項については、下２桁が共通する３００番代の符号を付すことによりその詳
しい説明を省略する。
【００７２】
　すなわち、本発明の第２実施例である商品包装箱３００は、図１７に示すように、箱外
周前方側へ膨出して湾曲する正面板３１０と、この正面板３１０に対向して箱外周後方側
に配置した背面板３２０と、この背面板３２０の上側に折り曲げ線を介して連設した蓋板
３３０と、これらの正面板３１０と背面板３２０とを折り曲げ線を介して連結する左右一
対の側板３４０，３４０と、これらの正面板３１０と背面板３２０と左右一対の側板３４
０、３４０の下方に折り曲げ線を介して連結された底板３５０と、正面板３１０の上側に
折り曲げ線を介して連設した正面側折り返し板３６０と、この正面側折り返し板３６０の
上側に折り曲げ線を介して延設したつまみ片３７０と、蓋板３３０の上側に折り曲げ線を
介して延設した背面側折り返し板３８０とで一連に構成されたコート紙からなり、これら
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の正面板３１０と背面板３２０と左右一対の側板３４０、３４０と底板３５０とで包囲し
た商品収容領域Ｒを形成している。
【００７３】
　そして、図１７および図１８に示すように、本発明の第２実施例である商品包装箱３０
０が最も特徴としている係止舌片３６１は、つまみ片３７０側に正面側折り返し板上端部
折罫線ＢＬ１９に沿って平行に切り込んだ先端側切り欠きＣＴ１１と、先端側切り欠きＣ
Ｔ１１の右端部からつまみ片３７０と正面側折り返し板３６０との間の折り曲げ線となる
正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９を越えて正面側折り返し板３６０側に形成された
つまみ片側右側切り欠きＣＴ１２と、先端側切り欠きＣＴ１１の左端部からつまみ片３７
０と正面側折り返し板３６０との間の折り曲げ線となる正面側折り返し板上端部折罫線Ｂ
Ｌ１９を越えて正面側折り返し板３６０側に形成されたつまみ片側左側切り欠きＣＴ１３
とで形成されている。
【００７４】
　次に、本発明の第２実施例である商品包装箱３００の商品収容領域Ｒ内から商品Ｍを取
り出すなどの開蓋時に、係止舌片３６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を解除させる
動作原理を、図１９乃至図２３に基づいて説明する。
【００７５】
　まず、図１９に示すように、蓋板３３０の閉蓋時に蓋板３３０の背面側折り返し板３８
０が、正面板３１０の裏面と正面側折り返し板３６０との間で挟持され、相互に一体とな
って重畳されている。
　これにより、背面板３２０より背の高い正面板３１０であっても正面側折り返し板３６
０と背面側折り返し板３８０とが正面板３１０の裏面に重ね合わせられ、正面板３１０が
補強された状態になっている。
　この時、図１９に示すように、つまみ片３７０が、正面側折り返し板３６０とつまみ片
３７０との折り曲げ線で蓋板３３０の閉蓋位置を位置決め保持し、係止舌片３６１は、係
止スリットＳＬ１内に差込まれた強固な係止状態を呈している。
【００７６】
　次に、図２０に示すように、蓋板３３０の開蓋時に人手によりつまみ片３７０を引き上
げると、正面板３１０と背面側折り返し板３８０は変形しないため、箱外周側方側に向け
て湾曲する正面板３１０の歪で生じる内部応力の影響を受けること無く、正面側折り返し
板３６０が正面板３１０および背面側折り返し板３８０から離反するように、つまみ片３
７０は、係止舌片３６１を係止スリットＳＬ１から引き出すように誘導し始める。
【００７７】
　そして、図２１に示すように、係止舌片３６１の正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１
９に沿った基端部で急激に弾性変形して係止スリットＳＬ１から引き出される寸前の状態
になる。
　なお、この時でも、正面板３１０と背面側折り返し板３８０は、依然として変形してい
ない。
【００７８】
　そして、つまみ片３７０による引き抜き力が所定値を超えると、つまみ片３７０と正面
側折り返し板３６０との間の折り曲げ線を超えた直後の正面側折り返し板側設けた切り欠
き中断点Ｐが破断され、図２２に示すように、係止舌片３６１として変形可能な長さが長
くなり、係止舌片３６１と正面側折り返し板３６０の弾性変形度合いが大きくなって、係
止舌片３６１がつまみ片３７０の引き上げ方向に順応し易くなる。
　また、つまみ片３７０による引き抜き力が切り欠き中断点Ｐを破断する際に、つまみ片
３７０による引き抜き力は、切り欠き中断点Ｐで一時的に抑制されるように分散される。
【００７９】
　そして、図２３に示すように、正面側折り返し板３６０がさらに弾性変形すると、係止
舌片３６１は、係止スリットＳＬ１に留まっていることができず、係止スリットＳＬ１か
ら引き出され、この結果、つまみ片３７０が、係止舌片３６１と係止スリットＳＬ１との
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係止状態を解除することになる。
【００８０】
　このようにして得られた本発明の第２実施例である商品包装箱３００は、前述した参考
例の商品包装箱１００が奏する効果、すなわち、デザイン性の高い湾曲表示面を備えた正
面板の優れた保形強度と形態安定性とを長期に亘って確保するとともにつまみ片３７０で
蓋板３３０の不用意な浮き上がりによる蓋外れを確実に阻止し、従来のような係止舌片を
係止スリットから直接に引き出す際に必要となる解除操作負担が著しく軽減され、つまみ
片３７０で係止舌片３６１と係止スリットＳＬ１との係止状態を簡便に解除するという効
果に加えて、係止舌片３６１が、つまみ片３７０と正面側折り返し板３６０との間の折り
曲げ線となる正面側折り返し板上端部折罫線ＢＬ１９を超えた直後の正面側折り返し板３
６０側の切り欠き中断点Ｐを除いて、正面側折り返し板３６０側へ切り欠き形成されてい
ることにより、つまみ片３７０による引き抜き力が一定以上になると、先に切り欠き中断
点Ｐが破断されて係止舌片３６１として変形可能な長さが長くなり、係止舌片３６１の弾
性変形度合いが大きくなってつまみ片３７０の引き上げ方向に順応し易くなるため、開蓋
のための係止舌片３６１と係止スリットＳＬ１との係止解除の操作を開始する際に係止舌
片３６１を係止スリットＳＬ１から円滑に引き抜くことができるとともに、この切り欠き
中断点Ｐの破断により、蓋板３３０を破損することなく係止舌片３６１を係止スリットＳ
Ｌ１から円滑に引き抜き、しかも、商品包装箱３００を出荷した後に開蓋された事実を簡
便に確認することもできる。
【００８１】
　さらに、係止舌片３６１に左右一対で形成されたくの字状舌片側辺３６１ａ、３６１ａ
が、つまみ片３７０と正面側折り返し板３６０との間の折り曲げ線と交差して相互に内向
き状態に切り欠かれていることにより、つまみ片３７０のつまみ位置がつまみ片３７０の
左右いずれかの位置に偏った場合であったり、つまみ片３７０の引き上げ方向が正面板３
１０の真後ろ方向から左右いずれかの方向へ偏った場合であっても、開蓋のための係止舌
片３６１と係止スリットＳＬ１との係止解除の操作を開始する際に利き手などによるつま
み片３７０のつまみ位置や引き上げ方向に関わること無く、係止舌片３６１を係止スリッ
トＳＬ１から円滑に引き抜き解除することができるなど、その効果は甚大である。
【符号の説明】
【００８２】
１００、２００、３００・・・商品包装箱
１１０、２１０、３１０・・・正面板
１１２、２１２、３１２・・・箱吊り下げ用孔　
１１５、２１５、３１５・・・側壁のりしろ板　　　　
１２０、２２０、３２０・・・背面板
１３０、２３０、３３０・・・蓋板
１３１、２３１、３３１・・・蓋板本体
１３２、２３２、３３２・・・蓋板左サイドフラップ
１３３、２３３、３３３・・・蓋板右サイドフラップ
１４０、２４０、３４０・・・側板
１４１、２４１、３４１・・・左側板
１４２、２４２、３４２・・・右側板
１５０、２５０、３５０・・・底板
１５１、２５１、３５１・・・正面側底板
１５２、２５２、３５２・・・正面側底ベース
１５３、２５３、３５３・・・正面右側底ベース
１５４、２５４、３５４・・・正面左側底ベース
１５５、２５５、３５５・・・背面側底板
１５６、２５６、３５６・・・背面側底ベース
１５７、２５７、３５７・・・背面左側底ベース



(17) JP 6564589 B2 2019.8.21

10

20

30

40

１５８、２５８、３５８・・・背面右側底ベース
１６０、２６０、３６０・・・正面側折り返し板
１６１、２６１、３６１・・・係止舌片
　　　　２６１ａ　　　・・・くの字状舌片側辺
１６２、２６２、３６２・・・箱吊り下げ用孔
１７０、２７０、３７０・・・つまみ片
１８０、２８０、３８０・・・背面側折り返し板
１８１、２８１、３８１・・・凹部
　Ｍ　　・・・商品
　Ｒ　　・・・商品収容領域
ＳＬ１　・・・係止スリット
　Ｐ　　・・・切り欠き中断点
ＢＬ１　・・・正面板右端部折罫線
ＢＬ２　・・・正面板左端部折罫線
ＢＬ３　・・・背面板右端部折罫線
ＢＬ４　・・・背面板左端部折罫線
ＢＬ５　・・・正面板下端部折罫線
ＢＬ６　・・・背面板下端部折罫線
ＢＬ７　・・・正面側底ベース右端部折罫線
ＢＬ８　・・・正面右側底ベース中央折罫線
ＢＬ９　・・・正面側底ベース左端部折罫線
ＢＬ１０・・・正面左側底ベース中央折罫線
ＢＬ１１・・・正面側底ベース中央折罫線
ＢＬ１２・・・背面側底ベース左端部折罫線
ＢＬ１３・・・左側板下端部折罫線
ＢＬ１４・・・背面右側底ベース中央折罫線
ＢＬ１５・・・背面側底ベース右端部折罫線
ＢＬ１６・・・右側板下端部折罫線
ＢＬ１７・・・背面左側底ベース中央折罫線
ＢＬ１８・・・正面板上端部折罫線
ＢＬ１９・・・正面側折り返し板上端部折罫線
ＢＬ２０・・・背面板上端部折罫線
ＢＬ２１・・・蓋板上端部折罫線
ＢＬ２２・・・蓋板左上端部折罫線
ＢＬ２３・・・蓋板右上端部折罫線
ＣＴ１０・・・切り欠き
ＣＴ１１・・・先端側切り欠き
ＣＴ１２・・・つまみ片側右側切り欠き
ＣＴ１３・・・つまみ片側左側切り欠き
ＣＴ２０・・・切り欠き
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